
石川県水産振興協議会公募委員募集要項 

 

石川県水産振興協議会の委員の公募について 

 

 

 

 

 

 

【石川県水産振興協議会とは】 

石川県における水産資源の回復、増大及び経済的有効利用を推進し、沿岸漁

業及び漁村地域の振興等を図るため、学識経験者等から広く意見を伺う場とし

て設置しています。 

 

 主な審議事項 

・水産動植物の種苗生産、放流及び育成に関する事項 

・漁業就労者の確保育成に関する事項 

・漁業士の認定に関する事項 

・地域水産振興ビジョンに関する事項 

・水産基盤整備事業に関する事項 

・水域環境の保全に関する事項 

・その他水産振興に関する事項 

 

【募集の方法】 

 募集人数等  １名（任期は令和８年４月１日から３年間） 

 

 資格要件 ・水産振興に高い関心をお持ちの方 

・石川県内にお住まいの方 

・毎年１回程度、平日に開催される会議に出席できる方 

・令和８年４月１日現在において、満 18歳以上の方 

・国及び地方公共団体の議員又は職員ではない方 

・地方公務員法第１６条各号に掲げるものに該当しない方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産業に関する施策に県民の皆さまのご意見を反映させるため、石川県水産

振興協議会の委員を公募します。 

募集期間 令和８年１月１６日（金）～１月３０日（金） 

「地方公務員法第１６条各号に掲げるもの」とは・・・ 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの者 

２ 石川県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年

を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から

第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成

立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した者 



申込手続 次の応募書類を持参もしくは郵送または電子メールにより    

農林水産部水産課へ提出してください。 

なお、応募書類は返却できませんので、あらかじめご了承

ください。 

①  応募申込書（別紙様式をご利用ください。） 

②  小論文（４００～８００字程度・様式自由） 

テーマ：「石川県の水産業の振興について」 

 

 応募締切 令和８年１月３０日（金）必着（※郵送の場合は当日消印有効） 

 

 

 選定方法 公募委員の選定は、選定委員会により行います。 

・提出された応募書類をもとに、一次選定を行います。 

・一次選定を通過された方に対して、面接による二次選定

を行い、最終的に委員になられる方を決定します。 

・面接は２月２０日（金）を予定しております。 

なお、詳細（時間、場所等）は、改めて通知します。 

 

 選定結果通知 採用の合否は、文書をもって応募者全員に通知します。 

 

 成績開示 本人に限り、成績の開示を行います。 

成績の開示には、顔写真が付いた身分を証明できるものを

お持ちください。 

・開示期間：選定結果発送日から２週間 

・開示場所：農林水産部水産課内 

（郵送、電話による開示請求は認められません。） 

 

 その他 応募にかかる交通費等は、応募者の負担となります。 

 

【注意事項】 

 委員の義務 委員になられた方は、自らの学識、経験等に基づき審議に

参加していただきますが、以下の事項を遵守していただく

ようお願いします。 

・職務上知り得た秘密を漏らさないこと。 

・委員としての地位を政治的目的、営利目的、宗教的目的

に利用しないこと。 

・審議中は審議を円滑に行うため会長の指示に従うこと。 

 

 

応募書類を受付後、当方からその旨のご連絡をさせていただく

こととしておりますが、何らかの理由で応募書類が届いていない

場合もありますので、連絡がない場合には、お手数ですが、ご一

報くださいますようお願いします。 



 委員の解任 委員が次の事項に該当した場合や、委員として適当でない

と認められた場合には、任命を取り消す場合があります。 

・心身の故障その他事由により職務の執行ができないと認

められるとき 

・職務上の義務違反があるとき 

 

 協議会の開催 毎年１回程度、平日に開催します。 

年によっては、変更となる場合があります。 

 

 委員報酬等 協議会にご出席いただいた場合は、県の規定に基づき委員

報酬及び交通費をお支払いします。 

 

 その他 選定委員会において、適任者がいないと判断した場合は、

公募委員の選定を行わない場合もありますので、あらかじ

めご了承ください。 

 

 

ご不明な点などございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。 

 

 申込み・問い合わせ先 

〒920-8580  石川県 金沢市 鞍月１丁目 1番地 

石川県農林水産部水産課（県庁１４階） 

電  話：076-225-1652 

メール：suisanka@pref.ishikawa.lg.jp 

 


